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Ⅰ　はじめに
現代は「苦情」や「クレーム」社会と評されることがあり、その字句はしばしば否定的な含意を
帯びて認識されている。行政機関に寄せられる市民からの苦情や不満、報道機関に対する抗議活
動、あるいは企業へのクレーム等、これらは現代社会における病理現象として理解され、解決すべ
き喫緊の課題として俎上にあがっている。

（1）
しかし、こうした苦情は単なる迷惑行為としてのみ捉え

るものではなく、むしろ市民が公共領域へ積極的に接点を構築する一形態としての側面もあり、行
政が自己を省察する契機でもあることを見落としてはならない。苦情は、制度や組織の運営に対し
て抱かれた不信感を可視化する行動形態であり、そのマイナスのイメージが衆目を集めているが、
そこには「よりよい公共性」を志向する萌芽が内包されていると考えるべきである。
たとえば、自治体が苦情の中から、サイレント・マジョリティーと呼ばれる住民の意見を積極的
に聴取して政策改善に取り組み、戦略的な政策へ結付け、いわゆる「足による投票」

（2）
を勝ち得るこ

ともその一例である。
（3）

こうした問題意識のもと、注目すべきものが、オンブズマン制度である。オンブズマン
（Ombudsman）は、一般に「行政監察官」などと訳されるが、その本質は行政監察や苦情処理に
限定されるものではない。むしろ、市民の声を制度的に受け止め、行政組織に「応答責任
（responsiveness）」を促す装置として位置づけられ、その苦情処理プロセスにおいて市民と行政と
の間に対話を促し、信頼関係を構築すべきものということができる。オンブズマンは、市民と行政
組織との間を調整・媒介し、両者をつなぐ「公共性の結節点の創設」機能を果たす点に特徴があ
る。
オンブズマン制度は、スウェーデンに起源を持ち、19世紀以降、英連邦諸国において「市民の権
利救済」や「行政の透明性確保」の制度として定着してきた。その伝播は、北半球にとどまらず南
半球にも伝播し、1962年には、ニュージーランドにおいて、オンブズマン法が制定され、議会に代
わり市民の苦情を調査する独立機関となり、行政の説明責任（accountability）

（4）
を制度的に保障す

るという点で画期的な制度と評されるに至っている。それ以降、オンブズマンは「民主主義のイン
フラ」として位置づけられ、各国に急速に普及し、行政救済、人権保障、などの領域において不可
欠の制度となっている。
日本においても、1986年に川崎市でオンブズマン制度の導入を求める陳情が提出され、検討過程
を経て、1990年に自治体で初めて市民オンブズマン制度が導入された。

（5）
以降、自治体を中心に制度

が設置され、行政運営の適正化と市民の権利救済の手段として展開している。これらはいずれも、
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市民の不満や批判を「公共的議論」へと転換する制度的装置であるといえよう。つまり、公共性の
成熟とは、苦情が抑圧されず、公共的な課題として翻訳され、制度改善につながる過程である。
このようなオンブズマン制度の展開を、行政分野と報道分野の双方から捉え直し、そこに表れる

「公共性の成熟」の諸相を明らかにする。とりわけ、従来の説明責任（accountability）
（6）
概念が、行

政や報道の「説明する側」に偏ってきたことを批判的に検討し、「応答責任（responsiveness）」
（7）
す

なわち市民の声に傾聴し、行政が市民と共に考える姿勢としての公共性のあり方を考察する。オン
ブズマン制度は、市民社会における「苦情」を市民と行政の対立軸を生じさせるものではなく、両
者の対話と共創関係を作り上げる制度的な価値創造としてのシステムであり、公共性を成熟させる
ものとして把握することができる。
まず、オンブズマン制度の理念的起源と国際的展開を整理したうえで、日本の行政オンブズマン
に見られる公共性の実践、報道オンブズマンに

（8）
よるメディアが有する公共性の構築を検討する。さ

らに、両制度に共通する「応答責任」の概念を中心に、公共性の成熟を支える理論的枠組みを提示
し、最後に日本社会における公共性の課題と展望を示すものである。こうした考察を通じて、オン
ブズマン制度による「苦情社会」を「対話社会」へと転換する可能性を明らかにしたい。
加えて、主要な関心である「公共性の成熟」は、単なる制度史の整理にとどまらず、現代社会に
おける統治の正当性をめぐる根本問題と深く関わっている。従来、公共性を担うのは公的主体に属
性するものとして理解されることが多かったが、近年では、「あたらしい公共」という用語が示す
ように、固定的な実体ではなく、制度の運用と社会的相互作用の中で形成されるプロセス概念とし
て捉えられるようになっている。この観点に立てば、公共性の成熟とは、公共的な意思決定がいか
に開かれ、説明され、応答されるかというプロセスの洗練を意味する。
オンブズマン制度は、このようなプロセスで公共性を制度的に支える仕組みとして位置づけるこ
とができる。オンブズマンは、政策や行政判断の正否を最終的に決定する主体ではないが、政策判
断に至るプロセスにおいて、公共的な合理性を備えているか、市民の異見や疑義に対して十分な説
明と応答がなされているかを検証する役割を担う存在である。この意味において、オンブズマン制
度は政策判断や決定する制度ではなく、決定の正当性を媒介する制度であるといえる。
また、先述したとおり、オンブズマン制度は、公的オンブズマンに限定されない。報道オンブズ
マン、

（9）
大学オンブズマン、

（10）
企業オンブズマンなど、いわゆる「私的オンブズマン」と呼ばれる制度

も含めて検討対象とする。これらの制度は、法的には公権力を有しないものの、社会的影響力を有
する組織が自律的に説明責任を果たすための制度的工夫として重要な意味を持つ。とりわけ報道分
野におけるオンブズマン制度は、表現の自由と公共的な責任との緊張関係を内在させながら、自己
統制によって公共性を維持しようとする点で、現代的課題を端的に示している。
さらに、オンブズマン制度の国際的拡散は、公共性を国家単位に閉じた概念としてではなく国際
的に共有されうる規範として捉え直す契機となった。同時に、制度の形式的導入と実質的機能との
乖離という課題も明らかになっている。

（11）

以上の問題意識のもと、オンブズマン制度を「苦情処理の技術的システム」としてではなく、公
共性を成熟させるための制度的媒介装置として再定位することを試みる。苦情が対話へと転換さ
れ、制度改善へと接続される社会こそが、成熟した公共性を備えた社会であり、その構築に向けて
検討する。オンブズマン制度の分析を通じて、そのような公共性の可能性を理論的に描き出すこと
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を目的とする。
つまり、オンブズマン制度を「苦情処理の技術」ではなく、市民と組織（行政機関・メディア・
大学・企業等）との間に応答的関係を構築し、公共性を成熟させる媒介装置として捉える。そのう
えで、（1）苦情が対話へと転換される制度条件は何か、（2）行政オンブズマンと社会的オンブズマ
ンの共通原理はどこにあるかを検討する。
方法としては、各国・各領域のオンブズマンを「独立性」「非公式性（インフォーマリティ）」

「透明性（公表）」「フォローアップ（改善・学習）」の4軸で比較し、制度がもたらす効果を「公共
性の成熟」という観点から評価する。ここで公共性の成熟とは次の4点によってもたらされる状況
である。第1に、意思決定の可視化、第2に、理由提示と説明、第３に、対話回路すなわち、苦情→
応答→再検討という回路、第4に、制度学習すなわち、再発防止や制度改善の連鎖が、社会に定着
する度合いとして理解する。
このように、第1に、行政オンブズマンと社会的オンブズマンを、応答責任・説明責任の観点か

ら同一枠組みで整理する。第2に、導入の有無など制度の外形ではなく、運用条件（独立性・公
表・フォローアップ）により実効性が左右される点を、国際展開と日本の制度化過程から示す。第
３に、苦情を対話へ翻訳する媒介過程を、公共性の成熟の評価軸として提示し、デジタル・AI 環境
下の課題を取り上げる。

図表　オンブズマンのタイプ

類型 主たる設置主体 救済・関与の様式 透明性（公表） 目指す効果

北欧議会型 議会 調査・勧告・監察・
倫理統制

比較的強い（年次報
告など）

行政統制と信頼の媒介

英連邦型 議会・行政の独立
機関

苦情調査・勧告・制
度改善提言

中から強い 救済と行政改善

北米組織型 組織内（企業・大
学等）

相談・調停 守秘が中心（統計公
表は加工）

内部対話と早期解決

EU・NHRI 接
（12）
合型 EU 機関・国内人

権機関
良き統治・人権救済 強い（規範・手続を

明示）
権利保障とガバナンス
改善

日本型 自治体 苦情受理・調査・勧
告・公表

中（自治体間の差が
大きい）

住民参加と説明責任を
補完

組織型 メディア・大学・
企業等

自己統制・説明・改
善促進

中（透明性と独立性
が鍵）

信頼回復と組織学習

筆者作成

Ⅱ　オンブズマン制度の理念と展開
１．起源と議会による行政統制
（１）近代立憲主義における議会による行政統制
オンブズマン制度の起源は、1809年スウェーデン憲法にまで遡って説明され、その思想的基盤は
近代立憲主義と議会主権の発展過程に求められる。カール12世死去後は議会政治が台頭し、1766〜
72年の自由の時代と呼ばれる期間、国会オンブズマンの任命権は国会が掌握した。これは現在の制
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度の原型となるものといえよう。
その後、1809年に制定された民主憲法において、国会が任命する国会オンブズマンについての規

定が置かれた。17世紀の絶対王政から立憲君主制への移行期、王権の濫用を防ぐために議会が行政
監督の権限を確立する必要があったためである。法による救済、つまり司法機関による救済措置は

「違法性」を是正することにあり、行政行為の「不当性」や「不合理性」にまでは十分に対応でき
ていなかった。その制度の欠陥を補足するために生まれたのが、議会による行政統制に代わって行
政運営を監察する「国会オンブズマン（Justitieombudsman）」である。

（13）

スウェーデンで生まれたオンブズマンの本質は、行政権に対する議会の信頼を代行するシステム
である。オンブズマンは市民の代表である議会によって任命され、議会に対して報告義務を負って
いる。行政権に属さず、また司法権でもない中立的な機関として、市民の苦情を通じて行政の妥当
性を検証する。この三権分立の狭間に置かれた位置づけ、役割こそが、民主主義における制度の革
新的部分といえる。すなわち、オンブズマンは民主主義を擁護するために「権力の行使を抑制しそ
の任を達成する制度」ではなく、「権力の説明責任を可視化することで民主主義を擁護する制度」
なのである。

このように、スウェーデンにおけるオンブズマン制度は、単なる行政救済機構ではなく、議会主
義の成熟を支える倫理的統制装置として生まれた。王権と議会の対立を調停し、行政と市民との間
に信頼を媒介する存在として、民主主義的統治の象徴となった。

２ ．制度の多様化と国際的普及
（１）行政救済型オンブズマンと制度的独立性
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（14）
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（15）
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（16）
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医療・福祉など、人権侵害が起こりやすい領域を含めて幅広く監視対象としている。とりわけフィ
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（17）

ここで重要なのは、北欧型のオンブズマンが、個別事件の救済にとどまらず、第1に、公権力の
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行使過程に潜む構造的問題（systemic problems）を可視化すること、第2に、改善勧告や制度提言
を通じて再発防止を促進すること、つまり法令・制度の改善に向けて議会または政府に法改正を勧
告したり、法の欠缺などに関する所見を示したりすること、第３に、透明性の高い報告・説明に
よって行政・公的機関への説明責任を制度化することである。オンブズマン機関自身が「最大限の
透明性（maximum transparency）」を志向し、案件の処理や勧告に関する情報を体系的に公表す
ることを提唱する。

（18）

すなわち北欧型オンブズマンは、「違法か否か」だけでなく、「公務として妥当か」「人権保障に
反しないか」「手続は公正か」といった倫理的次元を、継続的な監察（inspection）と情報公開に
よって達成する。こうした仕組みは、高い社会的信頼と透明性文化のうえに成立し、オンブズマン
自身が「透明性を作り出す装置」としての役割を担っている。北欧型の特徴は、この相互循環の中
でオンブズマンが「倫理制度」として機能し、国民からの尊敬や正統性を獲得している点にある。

（３）苦情処理と行政マネジメント
北米では、北欧のように国会が設置する政府全体を対象とする「包括的（comprehensive）」オ

ンブズマンが連邦レベルにおいて導入されず、州政府・自治体・個別の行政機関・大学・企業など
組織単位に、オンブズマン制度が設立されていった。すなわち、連邦政府全体を対象とする統一的
オンブズマン制度は存在せず、代替的に、議員による住民対応や、特定分野の苦情処理部局として
点在する構造になった。組織オンブズマン（organizational ombudsman）が、北米の典型的な形
態であるが、これは、違法認定や権限行使による是正よりも、当事者が自発的に選べる非公式・非
権力的な紛争解決（ADR）としての要素が強い。国際オンブズマン協会（IOA）の基準でも、組
織オンブズマンは「独立・中立（公平）・非公式・守秘」

（19）
を基礎に、相談者に対して情報提供や選

択肢形成、当事者間対話の促進を行う存在として整理されている。つまり、オンブズマンは「裁定
者」ではなく、調停者であり中立者（designated neutral）である。

（20）

この調停・公平保障型の発想は、1960年代末以降、大学の官僚制化やキャンパス紛争の高まりの
中で大学オンブズマンとして広がり、学生・教職員の権利侵害や手続的不公正への安全な相談窓口
として制度化された学生オンブズマンや大学オンブズマンである。その後は、ハラスメント、研究
倫理、雇用・評価、内部通報など、組織内の摩擦が顕在化しやすい領域で、組織内オンブズマンが
コンプライアンス、紛争マネジメントの接点として展開し、北米型オンブズマンの主要な発展形を
形成していった。

（４）制度移入モデルと文化へ融合
アジア諸国では、1970年代以降、権威主義体制からの移行や憲法改正・行政改革の局面で、オン

ブズマンが政治改革パッケージとして導入・再編されてきた。特徴的なのは、行政救済と、汚職防
止を、同一機関または制度群の中で統合的に設計する傾向である。

（21）

例えば、フィリピンのオンブズマン（Tanodbayan）は、197３年憲法下で規定され（制度化は
1978年の大統領令）、1987年憲法では「独立のオンブズマン・オフィス」として位置づけされ、違
法・不当・非効率な公権力行使に対する調査・勧告に加え、反腐敗の捜査・訴追まで担う強い権限
構造を備えている。
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また、タイの議会オンブズマン（Ombudsman）は、1997年憲法以降、チェック・アンド・バラ
ンスを支える独立の憲法機関として整備され、行政の不当な取扱いや不作為に関する苦情に対する
調査・是正（勧告、報告、関係機関への改善促進）を軸に、制度的統制の一端を担う仕組みとして
発展してきた。その後の憲法改正に伴い制度枠組みも調整されている。
さらに、韓国では、古典型オンブズマンが単独で国会機関として固定化するというより、苦情救
済・行政不服審査・反腐敗を束ねる合議制の行政機関として、2008年に「国民権益委員会
（ACRC）」が統合的に発足し、行政作用による権利利益侵害の救済（民願・集団苦情への対応）と
腐敗防止政策を同時に推進する総合窓口型の性格を強めている。つまり、北欧型のような「単独オ
ンブズマンの監察」よりも、行政救済と廉潔性政策をワンストップ化してガバナンス改革を支える
制度設計となっている。
そして、フィリピン型の制度史を論じる文脈では、スペイン植民地期の監察・統制の装置（アウ
ディエンシアの oidor ＝聴聞官・裁判官、王権による visita ＝抜き打ち監察＝ visitador など）を、
近代的オンブズマンとは異なるが「監察・是正の系譜」として参照する議論が見られる。したがっ
て、フィリピンのオンブズマンは、北欧型（議会監察）とも北米型（調停中心の組織オンブズ）と
も異なる、反腐敗・救済・監察が強く結びついたアジア型の一類型として把握しうる。

Ⅲ　日本におけるオンブズマン制度の展開
（１）導入と制度形成〜国レベル議論と地方での展開
日本におけるオンブズマン研究は、1960年代に行政学や行政法学の分野で始まり、当初は行政救
済制度の一環と理解され、行政不服審査制度や行政監察制度との比較が中心であった。その後、
1980年代に入ると、当時の行政管理庁（現総務省）で「オンブズマン制度研究会」が発足したり、
日本弁護士連合の提言により、制度導入の可能性が本格的に検討されるようになった。
学説上、議会型オンブズマンを理想とする立場と、行政型の柔軟な制度化を提唱する立場が並立
した。は、国会附属機関としての設置を提案されたが、政治的合意には至らなかった。
地方レベルでは、1990年に川崎市が初の「市民オンブズマン制度」を導入し、以降、名古屋市、
大阪府、札幌市などへと拡大した。一般に、議会型・行政型・第三者型に分類されるが、共通して
いるのは「行政への信頼回復」と「住民参加の強化」を目指す点である。とくに名古屋市オンブズ
マンは、情報公開請求や住民監査請求と連動し、行政運営の透明化の象徴的存在となった。
このように、日本のオンブズマン制度は、北欧のような国会が設置する議会型オンブズマンを国
レベルで制度化する構想が、国会審議や憲法調査の場で繰り返し論点化されながらも、既存の行政
監視・苦情処理制度との制度調整や、政治的中立性の担保といった課題を前に、立法府主導の導入
としては実現に至らなかった点に大きな特徴がある。

（22）
その結果、日本では「国政オンブズマン」を

頂点に据える制度体系ではなく、自治体の個別領域における第三者機関の創設や、市民側の監視実
践の蓄積を通じて、オンブズマン機能が分散的・多層的に制度化されてきた。

（23）

1990年代以降の地方分権改革は、国と地方の関係を「上下・主従」から「対等・協力」へと転換
し、自治体の自己決定と自己責任を拡張したが、その反面、自治体行政に対する住民の統制や住民
参加の回路の必要性が高まった。

（24）
この状況のもとで、条例により、行政から相対的に独立した第三

者が苦情を受け、調査し、是正勧告や意見表明を行う制度が各地で整備される。先行例として川崎
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市は、住民側からの制度導入要請や研究委員会の提言を踏まえ、1990年に自治体初となる市民オン
ブズマン制度を開始し、条例上「市政を監視し非違の是正等の措置を講ずるよう勧告」し、制度改
善の意見表明を行う枠組みを明示した。

（25）
並行して、市民オンブズマン運動は、情報公開、住民監査

請求、住民訴訟等を用いて税金の無駄遣い・不正を追及し、行政のみならず議会を含む透明化と説
明責任を

（26）
下支えする地方からの制度化という特徴がある。

制度理念の面では、日本の自治体オンブズマンは、行政から独立した第三者が、苦情申立てを起
点とする調査権限にもとづいて行政の不当を是正し、公表・報告を通じて行政監視を実現するとい
う点で、議会型オンブズマンに代表されるスウェーデン型の理念に近い。しかし運用形態として
は、勧告が法的拘束力を持つものではなく、説得・合意形成・公表によって実効性を確保する点
で、先述した英連邦の苦情処理型オンブズマンに近い。

さらに、相談者が選べる非公式性や、当事者間の調整・対話の促進を重視する設計は、北米の組
織オンブズマンが掲げる「独立・中立（公平）・非公式・守秘」や「指定された中立者（designated 
neutral）」としての性格とも親和的である。

このように、日本のオンブズマン制度は、理念的にはスウェーデン型の「独立監察」に学びつ
つ、実務的には英連邦型の苦情調査・勧告モデルと、北米型の調停・相談モデルを折衷した形で発
展してきたといえよう。

（２）「監察」から「応答」へ
歴 史 的 に 見 る と、 オ ン ブ ズ マ ン 制 度 の 役 割 期 待 は「 監 察（supervision）」 か ら「 応 答

（responsiveness）」へと、その理念を大きく転換してきた。初期のオンブズマンは行政の違法・不
当行為を摘発する「監察者」として構想されたが、現代では行政・報道・大学・企業など多様な組
織において、対話と調停を通じて信頼を再構築する媒介者として機能している。

この流れは、行政国家化が進む中で、統治の正当性が単なる合法性から手続的な正当性へと重心
を移したことと軌を一にする。つまり、オンブズマンの使命は、法的拘束力を持たずとも、制度的
対話を通じて社会的合意を形成する「熟議的ガバナンス」の担い手となることにある。ここに、

「公共性の成熟」が具現化する。
以上のように、オンブズマン制度は、立憲主義的統治の補完装置として出発し、国際的には多様

な文化的適応を遂げる一方、日本では地方自治の領域で独自の発展を見せている。その根底にある
のは、権力を監視することではなく、社会の信頼を再生産する仕組みとしての公共性である。

この理念が日本の行政オンブズマン制度においてどのように具体化され、行政と市民の関係をい
かに変容させてきたのかを実証的に検討する。

（３）国レベルでの制度化の頓挫
概観したとおり、日本でオンブズマン制度が本格的に議論されるようになったのは、1960年代後

半から1970年代にかけてである。この時期、行政・機能の拡大と行政への不信が高まり、行政統制
の新たな仕組みとして諸外国の制度が参照された。以下では、国レベルでの制度化が頓挫した要因
を、制度設計・政治過程・行政文化の三点から整理する。

当時の議論では、国会附属機関としてオンブズマンを設置し、行政機関の職務執行を第三者的立
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「公共性の成熟」が具現化する。
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概観したとおり、日本でオンブズマン制度が本格的に議論されるようになったのは、1960年代後

半から1970年代にかけてである。この時期、行政・機能の拡大と行政への不信が高まり、行政統制
の新たな仕組みとして諸外国の制度が参照された。以下では、国レベルでの制度化が頓挫した要因
を、制度設計・政治過程・行政文化の三点から整理する。

当時の議論では、国会附属機関としてオンブズマンを設置し、行政機関の職務執行を第三者的立
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場から監察する構想が検討された。これは、行政不服審査制度や行政監察制度が行政内部に位置づ
けられていることへの不信を背景とし、より独立性の高い救済制度を求める声に応えるものであっ
た。しかし、この構想は最終的に制度化には至らなかった。
その理由として、第一に、既存の行政救済制度との関係整理が十分になされなかった点が挙げら
れる。行政不服審査制度や監査制度との機能重複が指摘され、オンブズマン制度の独自性が明確に
共有されなかった。第二に、議会が行政を継続的に監察する主体としてどこまで関与できるのかに
ついて、制度的合意が形成されなかった点も大きい。日本の国会は立法機能に重点が置かれ、行政
監察を恒常的に担う組織文化が十分に形成されていなかった。
さらに、日本の行政文化においては、行政内部の調整や事前協議を重視する慣行が強く、外部か
らの是正勧告を受け入れる制度的土壌が弱かったことも、国レベルでのオンブズマン制度化を困難
にした要因である。オンブズマン制度の本質である「非強制的だが公開された批判」という手法
は、日本の行政運営において必ずしも親和的ではなかった。
このように、日本ではオンブズマン制度が理念的には理解されながらも、国の制度としては定着
せず、日本におけるオンブズマン制度は、中央政府ではなく、自治体を舞台として展開していくこ
とになる。この点に、日本的オンブズマン制度の大きな特徴が見いだされるのである。

（４）市民オンブズマンと行政統制の変容
日本におけるオンブズマン制度は、国レベルでの制度化が実現しなかった一方で、1990年代以
降、自治体を中心に独自の発展を遂げてきた。その契機となったのは、地方分権の進展と情報公開
制度の整備である。行政運営の透明性と説明責任を強化する必要性が高まる中で、住民の苦情を受
け止め、行政に対して是正や改善を促す制度として、市民オンブズマン制度が注目されるように
なった。
代表的な事例として、1990年に創設された川崎市オンブズマン制度、1996年の名古屋市オンブズ
マン制度などが挙げられる。これらの制度は、首長部局から一定の独立性を確保しつつ、住民から
の苦情を受理し、調査・勧告を行う点に特徴がある。とりわけ名古屋市では、情報公開請求や住民
監査請求と連動し、市民による行政監視を制度的に支援する役割を果たしてきた。
自治体におけるオンブズマン制度は、その設置形態や権限構成において多様性を有している。首
長部局型、第三者機関型などが考えられるが、それぞれ独立性と実効性の確保をめぐって異なる課
題を抱えている。しかし、共通しているのは、行政内部の自律的改善を促すことを目的とし、外部
からの強制的な是正よりも説明と対話を重視している点である。
この多様性は、日本のオンブズマンが「統一モデルの移植」ではなく、地方分権・情報公開・住
民参加の制度環境のもとで、自治体ごとに制度設計の試行錯誤を重ねてきた。とくに、①任免・予
算面での独立性、②調査のアクセス（資料提出・聴取の実効性）、③勧告・意見の位置づけ（受諾
を促す仕組み）、④公表・報告の範囲（透明性と守秘の均衡）が、運用の実質を左右する。した
がって自治体オンブズマンは、制度の有無それ自体よりも、これらの条件がどのように組み合わさ
れているかによって評価されるべきである。
日本的オンブズマン制度の特徴として、日本型オンブズマンと評価される行政相談委員制度との
関係も指摘できる。行政相談委員制度は、住民の苦情を行政に伝達し、改善を促す点でオンブズマ
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ン的機能を有しているが、制度上は行政内部の調整機構として位置づけられている。
（27）

これに対し、
自治体オンブズマンは、より独立した立場から行政を点検し、公共的議論を喚起する役割を担って
いる。この両者の併存は、日本における行政統制が多層的に構成されていることを示している。

以上のように、日本のオンブズマン制度は、地方自治の文脈の中で発展し、「下からの公共性」
を形成する制度として機能してきた。国による一元的制度化ではなく、地域ごとの社会実験を通じ
て多様な形態が生み出された点に、日本的オンブズマン制度の意義がある。このことは、公共性が
国家に独占されるものではなく、地域社会における対話と実践を通じて成熟していくものであるこ
とを示唆している。

Ⅳ　EU・人権ガバナンスと公共性
（１）良き統治の概念との接合
冷戦終結後、民主化と市場化が同時に進行する国際環境の中で、オンブズマン制度は新たな位置

づけを与えられるようになった。従来、オンブズマン制度は主として国内行政の監察装置として理
解されてきたが、1990年代以降は、国際機関によって「良き統治（good governance）」を構成す
る中核的制度の一つとして再評価されるようになった。

国連、OECD、世界銀行などの国際機関は、開発援助や制度改革において、透明性、説明責任、
腐敗防止、市民参加といった原理を重視し、その具体化手段としてオンブズマン制度を推奨してき
た。オンブズマンは、司法制度の未整備な国においても比較的導入しやすく、市民の苦情を制度的
に吸収する仕組みとして機能する点が評価されている。

（28）

このように、オンブズマン制度は、特定の憲法秩序に依拠する制度から、普遍的なガバナンス・
ツールへと性格を変えていった。すなわち、オンブズマン制度は、行政を統制するための国内制度
であると同時に、民主的正統性を補完する国際的制度モデルとして理解されるようになった。

もっとも、国際機関による制度の促進は、制度の実質的機能を自動的に保証するものではない。
Reif が指摘するように、オンブズマン制度は「移植されやすい」一方で、独立性や権限、政治環境
が不十分であれば象徴的存在にとどまり得る。

（29）
したがって近年は、導入の有無よりも、運用の質と

社会的信頼（独立性・透明性・フォローアップ）に焦点が移りつつある。
以上を踏まえると、国際機関によるオンブズマン制度の再定義は制度の普遍化を促したが、同時

に各国の政治文化や社会的条件との相互作用が実質を左右することを示している。
国際機関がオンブズマン制度を重視する背景には、「良き統治（good governance）」概念が拡張

したことである。良き統治（good governance）とは、効率的に行政運営されることを意味するの
ではなく、意思決定の透明性、説明責任、参加、法の支配といった規範的要素を含む包括的概念で
ある。Bovens が指摘するように、現代のガバナンスにおいては、結果の正しさ以上に、決定過程
の正当性が問われている。

（30）

この点において、オンブズマン制度は、司法制度や監査制度とは異なる独自の役割を担う。司法
が違法性の判断を担い、監査が効率性や適正性を点検するのに対し、オンブズマンは、行政や組織
の対応が市民の理解と納得を得られるものであったかを問う制度である。国連や OECD がオンブ
ズマン制度を提唱する理由は、まさにこの「応答責任（responsiveness）」を制度的に担保する点
にある。

（31）
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このような課題にもかかわらず、オンブズマン制度が国際的に拡散している事実は、公共性が国
家内部の問題にとどまらず、国際的に共有される規範へと変容していることを示している。オンブ
ズマン制度は、グローバル・ガバナンスにおいて、国家と市民、制度と社会を媒介する装置として
位置づけられているのである。

（２）欧州オンブズマンと国家人権機関（NHRI）
国際的なガバナンスの文脈において、オンブズマン制度の理念的変容を最も端的に示しているの

が、欧州連合（EU）における制度展開である。EU は、加盟国の主権を前提としつつも、超国家
的な行政権限を有する特殊な統治体制であり、その民主的正統性の確保は一貫して重要な課題とさ
れてきた。この課題に対応するため、1995年に欧州オンブズマン（European Ombudsman）が設
置され、EU 機関に対する市民の苦情処理を担うこととなった。

（32）

欧州オンブズマンは、EU 市民または加盟国居住者からの申立てを受け、欧州委員会をはじめと
する EU 諸機関の職務執行における不正行為（maladministration）を調査する権限を有する。こ
こでいう不正行為は、違法性に限定されず、不透明な手続、説明不足、不公平な対応など、行政の
公共的合理性を損なう行為全般を含む概念である。この点に、オンブズマン制度が「行政の合法
性」だけでなく、「行政の正当性」を点検する装置として機能していることが明確に表れている。

さらに EU では、オンブズマン制度は人権ガバナンスを強めている。199３年に国連総会で採択さ
れた「パリ原則」は、国家人権機関（NHRI）に求められる独立性等の要件を提示し、加盟国にお
ける制度整備を促した。これにより、オンブズマンは行政監察機能に加えて、人権侵害の予防と救
済を担う存在として再定位され、NHRI との制度的に近づいた。Reif が指摘するように、この動向
はオンブズマン制度が行政監察から人権ガバナンスへと機能拡張していることを意味する。

（33）

このような展開は、公共性概念の変容を示唆している。すなわち、公共性は国家の内部に閉じた
統治原理ではなく、人権や民主的正統性と結びついた普遍的価値として再構成されている。オンブ
ズマン制度は、その普遍的公共性を具体的な制度として媒介する役割を果たしているのである。

以上のように、EU および人権ガバナンスという流れ、オンブズマン制度は、国家を超えた公共
性を支える制度的装置として再定位されている。行政を監察する制度から、公共的正当性を支える
対話的制度へという転換は、グローバル化時代における公共性の成熟を象徴するものである。

欧州オンブズマン制度の特徴は、行政行為の「違法性」を判断するにとどまらず、「不適正行政
（maladministration）」という広範な概念のもとで、行政の公共的な正当性を判断する点にある。
つまり、この概念は、法令違反の有無だけでなく、手続の不透明さ、説明不足、対応の不公平と
いった要素を含んでおり、行政行為が市民の理解と納得を得られるものであったかを問う基準とし
て機能している。ここに、オンブズマン制度が司法とは異なる形で公共性を担保する制度であるこ
とが端的に示されている。

（34）

もっとも、オンブズマン制度と人権救済機関との調整は、常に円滑に進むわけではない。行政運
営の改善を主眼とするオンブズマンと、権利侵害の是正を重視する人権救済機関との間には、役割
期待の差異が存在するからである。この両者の関係をいかに調整できるかは、今後の制度設計にお
ける重要な課題であろう。しかし、そのこと自体が、公共性が単一の原理ではなく、複数の価値の
調整過程として成立していることを示している。
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Ⅴ　オンブズマン概念の拡張
（１）行政オンブズマンから社会的オンブズマンへ
オンブズマン制度は、その成立当初は、行政を統制するための制度として構想された。しかし、
20世紀後半以降、社会環境の複雑化と公共的課題の多様化に伴い、オンブズマンの概念と機能は行
政領域を超えて拡張していった。この変化は、公共性が公的主体によって一元的に担われるもので
はなく、社会の中で各領域に共担されるものへと転換していく過程と軌を一にしている。
福祉国家化の進展により、行政のみならず、企業、大学、専門職団体、報道機関などが、市民生
活に対して強い影響力を及ぼすようになった。これらの組織は、形式的には私的主体でありなが
ら、実質的には公共的機能を担っている。このような状況の下で、行政オンブズマンと同様の理念
を、非国家的領域に適用しようとするものである。
いわゆる社会的オンブズマンは、法的強制力を持たない点において行政オンブズマンと共通して
いるが、その対象は行政権力ではなく、組織内部の意思決定や運営過程である。ここでは、違法性
の有無よりも、手続の公正さ、説明の十分性、意思決定の透明性といった要素が重視される。オン
ブズマンは、組織と構成員、あるいは組織と利用者との間に立ち、対話と調整を通じて信頼の回復
を図る役割を担う。
このような制度的拡張は、オンブズマン制度の理念が変質したことを意味するものではない。む
しろ、行政の統制を通じて培われた「応答責任」「説明責任」「合理性」という原理が、他の社会の
領域にも適用可能であることが明らかになった結果である。オンブズマン制度は、公共性を国家に
適用する制度ではなく、公共性が分有される社会構造に対応する柔軟な制度枠組みとして再定位さ
れている。
以上のように、行政オンブズマンから社会的オンブズマンへの展開は、公共性の担い手が多元化
する現代社会において制度的変化であった。この変化を通じて、オンブズマン制度は、行政統制の
枠を超え、社会全体の信頼関係を調整する装置として新たな役割を担うこととなる。
社会的オンブズマン制度の意義は、行政権力に限定されない「準公共的権力」の行使を可視化
し、その正当性を検認することにある。現代社会においては、企業や大学、専門職団体、メディア
などが、市民生活に対して実質的な影響力を行使しており、その意思決定には公共的帰結を伴う。
このような状況において、国家による規制だけでは、迅速かつ柔軟な対応が困難である場合が多
い。社会的オンブズマンは、こうした領域において、自己統制を補強する制度的回路として機能す
る。
もっとも、社会的オンブズマン制度は、その非強制性という限界がある。勧告や意見表明が組織
内部で十分に尊重されない場合、制度は形式的存在にとどまりかねない。また、オンブズマンの独
立性が確保されていない場合には、制度が組織防衛の道具として機能する危険性も指摘されてい
る。したがって、社会的オンブズマンが実質的機能を果たすためには、制度設計において、独立
性、透明性、説明責任が不可欠である。
それにもかかわらず、社会的オンブズマン制度が各国・各分野で拡張している事実は、公共性の
担い手が国家から社会へと多元化していることを示している。オンブズマン制度は、公共領域から
国家を撤退させる制度ではなく、公共性が分有される社会構造を前提とした制度的調整装置として
理解されるべきである。この点に、社会的オンブズマン制度の現代的意義がある。
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（２）報道・大学・企業オンブズマンと対話による公共性
社会的オンブズマンの中でも、報道、大学、企業におけるオンブズマン制度は、公共性の新たな
担い手として重要な意義を有している。これらの領域はいずれも、国家権力とは異なる形で社会に
対して強い影響力を及ぼしており、その活動の正当性は、外部からの強制的統制ではなく、内部か
らの自己統制と説明責任によって支えられている。そのため、オンブズマン制度は、これらの領域
において、公共的な信頼を維持・回復するための制度的装置として位置づけられている。
報道オンブズマンは、報道の自由と報道機関の公共的な責任との緊張関係を制度的に調整する存
在である。報道機関は、憲法で保障された表現の自由を基盤とした活動により民主主義の根底を支
えている。ただし、その自由は無制限に認められるものではなく、誤った報道、報道の偏向、人
権・プライバシー侵害などを行ってはならず、社会的責任を負っている。報道オンブズマンは、読
者や視聴者からの苦情を受け止め、編集過程や報道姿勢を常に検証し、必要に応じて改善を促すこ
とで、社会に対する報道の信頼性を内部から支える役割を果たしている。

（35）
この制度は、外部規制に

よらず、自己統制によって公共性を確保しようとする点が特徴である。
大学オンブズマンは、学問の自由と大学自治を前提としつつ、さまざまな種類のハラスメントや
不公正な評価、研究不正などの問題に対応するために設置されている。大学は公的性格を有する知
的主体であるが、その内部には権力関係やさまざまな利害対立が存在する。大学オンブズマンは、
学内の学生や教職員、関係者といった構成員からの相談や苦情を受理し、中立的立場から調査・調
整を行うことで、学内の対話と信頼関係を回復する機能を担っている。

（36）

企業オンブズマンは、コンプライアンスや内部通報制度と結びつき、組織倫理を担保する仕組み
として発展してきた。企業活動は私的経済活動である一方で、消費者や地域社会に与える影響は大
きく、実質的には公共的責任を負っている。企業オンブズマンは、法令違反の摘発にとどまらず、
組織文化や意思決定過程の透明性を点検し、持続可能な企業と社会の信頼関係の構築に寄与する。

（37）

これらの社会的オンブズマンに共通しているのは、強制による統制ではなく、対話と説明を通じ
て公共性を再構築しようとする点である。オンブズマンは、最終的な判断権限を持たないからこ
そ、対話の媒介者として機能し、組織と社会との間に応答的関係を形成することができる。社会的
オンブズマン制度は、公共性が制度的に成熟していく過程を示す重要な実例である。
報道、大学、企業におけるオンブズマン制度は、共通して「対話による公共性」を制度的に支え
る役割を担っている。これらの制度は、違反行為を処罰することを主眼とするのではなく、問題が
生じた背景や組織文化を問い直し、再発防止と信頼回復を目指す点に特徴がある。ここでは、正し
さを一方的に決定することよりも、説明と納得を重視する姿勢が貫かれている。
とりわけ報道オンブズマン制度は、公権力の介入を回避しつつ、報道の公共的責任を確保するた
めの重要な試みである。誤報や偏向報道に対して、司法的判断や行政が介入ではなく、内部からの
検証と説明によって対応することは、表現の自由を前提とした公共性の維持にとって不可欠であ
る。同様に、大学オンブズマンや企業オンブズマンも、専門性と自律性を尊重しつつ、公的信頼を
支える装置として機能している。
これらの制度に共通する課題は、対話が形式化しないよう、実質的な応答責任をいかに確保する
かという点である。オンブズマン制度が真に機能するためには、組織が批判を受け入れ、自己修正
を行う文化を内在化していることが前提となる。対話による公共性とは、単に意見交換が行われる
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状態ではなく、批判が制度的に組織学習へと継承される状態を意味する。社会的オンブズマン制度
は、そのような公共性の成熟を支える重要な制度的実践である。

（３）私的オンブズマンと準公共性の理論
私的オンブズマン制度の拡張は、公共性の担い手が国家から社会へと多元化している現代社会の
構造的変化を反映している。企業、報道機関、大学、専門職団体などは、形式的には私的主体であ
りながら、その活動が市民の権利や生活条件に重大な影響を及ぼす点において、準公共的な性格を
有している。このような主体における意思決定の正当性は、もはや市場原理や組織内部の自律性だ
けでは十分に説明できない。
この点から、私的オンブズマン制度を「準公共性（quasi-publicness）」を担保する制度として位
置づけられる。すなわち、私的オンブズマンは、国家による外部規制と完全な自己統制との中間に
位置し、社会的信頼を維持するための制度的緩衝装置として機能する。そこでは、違法性の判断よ
りも、説明の十分性、手続の公正さ、関係者間の納得可能性が重視される。
とりわけ市場領域においては、オンブズマン制度は、消費者保護や専門職倫理と結びつきながら
発展してきた。金融、保険、法律サービスなどの分野では、専門性の非対称性が大きく、利用者が
不利益を被っても司法的救済に至らないケースが多い。私的オンブズマンは、こうした「司法に至
らない紛争」を制度的に受け止め、対話と調整を通じて解決を図ることで、市場の公共的信頼を補
完している。
このように私的オンブズマン制度は、公権力による強制的統制の代替ではなく、各領域の自己統
制を通じて「公共的信頼」を支える補完装置である。重要なのは、①独立性（任免・予算・調査の
自律）、②透明性（手続・統計・公表）、③守秘義務と説明責任の均衡、④改善へのフォローアップ
（受諾・是正）の設計条件が確保されているかである。オンブズマン制度を横断的制度として捉え
る意義は、これら条件を手がかりに、行政・市場・メディア等の異なる公共性を比較可能にする点
にある。

（４）オンブズマン制度と「公共性の成熟」
オンブズマン制度の展開を大観すると、その本質は苦情処理制度の拡充ではなく、公共性のあり
方そのものの変容を映し出していることが明らかである。初期のオンブズマン制度は、行政の違
法・不当行為に対する是正装置として機能していたが、現代においては、行政のみならず社会の多
様な領域において、公共的正当性を支える制度として再定位されている。この変化は、「苦情社会」
から「対話社会」への移行と密接に結びついている。
苦情社会とは、制度や組織に対する不満や異議が個別的・断片的に表出し、それが十分に制度的
応答を得られない状態を指す。ここでは、苦情はしばしば対立や不信を増幅させる要因として扱わ
れ、公共的議論へと結び付きにくい。一方、対話社会においては、苦情は否定されるべきものでは
なく、制度改善や公共的学習の契機として位置づけられる。オンブズマン制度は、この転換を制度
的に媒介する装置として機能している。
オンブズマンが担うのは、裁定や命令による統制ではなく、理由の提示と説明、関係者間の対話
の促進である。この点で、公共的意思決定がいかに開かれ、説明され、応答されるかという公共性
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の成熟の要素が見出される。オンブズマン制度は、苦情を抑圧するのではなく制度的に受け止め、
相互理解と公共的学習へつなぐ回路として機能する。
さらに、オンブズマン制度の社会的拡張は、公共性が公的主体による一元的でない統治構造を示
している。行政、企業、報道、大学といった多様な主体が、それぞれの領域において公共的責任を
負う現代社会において、オンブズマン制度は、それらを横断的に結びつける共通の規範装置として
機能している。そこでは、公共性は固定的な概念ではなく、制度的実践を通じて発展し続ける動的
な概念として理解される。
以上の検討から、オンブズマン制度は苦情を公共的対話へ翻訳する媒介装置として、公共性の成
熟を下支えすることが確認できる。

Ⅵ　おわりに
オンブズマン制度の歴史的展開と理念的変容を通じて、公共性の成熟過程を明らかにすることを
目的に考察をしてきた。スウェーデンにおけるオンブズマン制度の創設から、福祉国家化、国際的
な制度普及、さらには報道・大学・企業といった社会的領域への拡張に至るまで、オンブズマン制
度は一貫して権力を有する組織の応答責任を制度化する役割を担ってきたといえる。
オンブズマン制度の本質は、行政や組織の判断を最終的に決定することにあるのではなく、その
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最後に、オンブズマン制度は決して完成された制度ではなく、公共性の成熟とともに進化し続け
る制度である。苦情社会から対話社会への転換は一挙に達成されるものではなく、制度的実践の積
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